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訴訟の判決に関するお知らせ 

 
当社が株式会社ＮＳＰ（以下、「ＮＳＰ」といいます）から平成 21 年 4 月 15 日付けで

提訴されている損害賠償請求訴訟について、本日、東京地方裁判所より判決が言い渡され
ましたので、下記の通りお知らせいたします。 
 
 

記 

１．判決のあった裁判所及び年月日 
東京地方裁判所 
平成 22 年２月 23 日 

 
 
２．訴訟の経緯 

平成 21 年４月 24 日付「訴訟の提起に関するお知らせ」において開示しておりますとお
り、当社とＮＳＰとの間で締結されたリース契約に関し、リース物件が存せず、双方の代
表者が同一人物であることを利用し、当社が不当な利益を得たとして 4,729 万 7,250 円及
び年６分の割合の金員の支払いを求める損害賠償請求訴訟を受けておりました。 

しかしながら、当社の社内調査、当時のＮＳＰ監査役によるＮＳＰ社内調査、第三者機
関による調査など、複数の調査の結果により、いずれも本取引が正当な取引であり、かつ、
契約は有効であると確認されており、当社は上記損害賠償義務が当社にはないことを主張
し、争ってまいりました。 
 
 
３．判決の内容 
（１）原告の請求をいずれも棄却する。 
（２）訴訟費用は原告の負担とする。 
 
 
４．今後の見通し 

当社の主張が認められており、当該判決により当社の平成 22 年 12 月期連結業績への
影響はありません。なお、本判決に対して、原告らにより控訴が提起された場合にも引
き続き当社の主張が認められるよう対応していく所存であります。 

 
 

以 上 


